
4）アレルギー表示方法の原則  
●…＝■●●▲■＝……●■ll●●●●●●●●●●■●●  

JAS法における加工食品品質表示基準による表示に加え、  

一括表示枠の原材料欄内に、含まれている特定原材料等を記  

載します。記載の方法は、個々の原材料の直後に括弧（かっ  

こ）書き（個別に表示する場合）、または原材料すべての記  

載のあとに括弧（かっこ）書き（一指で表示する場合）の2  

通りです。これは食品衛生法で規定する漆加物の表示につい  

ても同様です。なお、一指での表示の場合、全ての原材料、  

漆加物の表示のあとに括弧（かっこ）書くことができます。   

消費者にとっては、個々の原材料の直後に括弧（かっこ）  

書きする方法（個別表示）がより詳細に情報を入手できるこ  

とになります。また、JAS法の品質表示基準では規定されて  

いない流通過程での食品であっても容器包装された加工食品  

及び漆加物については特定原材料を記載する必要がありま  

す。加工食品品質表示基準では表示の必要がないとされてい  

る原材料にも、新たに特定原材料を記載する必要が生じるも  

の、例えば複合原材料関連や代替表記が認められていない原  

材料等があります。   

＜事例：ロールパン＞  

名称：パン  

原材料名：小麦粉、糖類、卵、ショートニング、脱脂粉  

乳、イースト、食塩（原材料の一部に大豆を含む）  

5）複合原材料について   

複合原材料とは、2種類以上の原材料からなる原材料のこ  

とをいいます。例えば「焼肉のたれ」の原材料である「醤油」  

は大豆、小麦、食塩などを原料としているので、この「醤油」  

は複合原材料となります。  

JAS法における複合原材料の原材料表記は、「当該複合原  

材料の名称の次に括弧を付して当該原材料の原材料に占める  

重量の多いものから順に、その一般的な名称をもって記載す  

る」と定められています。ただし、以下のような場合には当  

該原材料を省略することができます。  

1）当該複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が   

5％未満であるとき  

2）複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき   

①複合原材料の名称に主要原材料が明記されている  

場合  

（彰原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示  

されている場合  

（彰JAS規格、品質表示基準で定義されている場合  

（む一般にその原材料が明らかである場合  

ロールパンの原材料：  

小麦粉、糖類、卵、ショートニング（大豆油、乳化剤）、  

脱脂粉乳、イースト、食塩  

●「小麦粉」は特定原材料名を含んでいる特定加工食品とし   

て認められている表記です。  

●「卵」は特定原材料のひとつです。  

●ショートニングには通常「大豆油」が使用されています。   

この「大豆油」には特定原材料等の「大豆」から作られ   

ています。「大豆▼」には代替表記が認められており、「大   

豆油」はその拡大された表記（以下拡大表記）が使用さ  

れています。  

●「脱脂粉乳」は特定原材料の「乳」で代替表記が認められ  

ています。  

＊代替表記（P9）参照 ＊拡大表記（P9）参照   

＜実際の表示例＞  

～；‡例：醤油は2）（参に該当します   

アレルギー表示においては、」AS法で規定されている複合  

原材料の表記方法では適切に特定原材料の情報が提供されな  

い場合が生じるため注意が必要です。事例を参照ください。  

【事例】  

事例を読むにあたり、食物アレルギー患者にとって  

は個々の原材料の直後に括弧（かっこ）書きする方  

法（個別表示）が最も原材料に関する情朝を得るこ  

とができることに留意してください。  
名称：パン  

原材料名：小麦粉、糖類、卵、ショートニング（大豆油  

を含む）、脱脂粉乳、イースト、食塩  
【①：当該原材料の製品の原材料に占める重量の割合が59も未  

満であるとき】   
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複合原材料の名称からは、個別原材料に特定原材料が  

使用されているかどうかわかりません。   

例）ある製品において、原材料としてカスタードクリ   

ーム（金粉乳、卯、砂糖、」、麦粉、香料）が59も未満   

しか使用されない場合  

従来の表示では「カスタードクリーム」のみの表示でよ  

かったために、特定原材料である全粉乳（乳）、卵、小  

麦粉（小麦）が全て表示されません。   

アレルギー表示の場合  

（むJAS規格、品質表示基準で定義されている場合：  

ハム、マヨネーズなど  

複合原材料の名称からは、原材料の一部として特定原材  

料等が使用されているかどうかわかりません。   

例）マヨネーズ   

マヨネーズの名称からは卵が使用されていることがわ   

かります（特定加工食品・Pll参照）。しかし、他にどのよ   

うな特定原材料等が使用されているかわかりません。   

特定原材料等の大豆油が使用されている場合  

アレルギー表示の場合  

表示例1）カスタードクリーム（乳成分・卯・小麦を含  

む）  

表示例2）（原材料の一部に乳成分・卯・小麦を含む）  

解説：表示例2）は最後に一括して表示した場合  

【②：複合原材料の名称から原材料が明らかなとき】  

①複合原材料の名称に主要原材料が明記されている場合：  

さば味噌煮、とり唐揚げ等   

表示例1）マヨネーズ（大豆を含む）  

表示例2）（原材料に一部に大豆を含む）  

解説：表示例2）は最後に一括して表示した場合  

なお、ハムやソーセージの場合に法的には豚肉の使用  

は連想できないとされているので（特定加工食品とは  

認められていない）豚肉を使用する場合は表示します。  

複合原材料の名称からは、副原材料に特定原材料等が  

使用されているかどうかわかりません。  

例）さば味噌煮   

原材料として、さば、味噌、でん粉、砂糖、調味料  

（アミノ酸等）を偉用している場合   

従来の表示では「さば味噌煮」のみの表示で良かった  

ために、特定原材料として味噌に使われる小麦、でん粉  

の原材料である小麦が表示されません。   

味噌の原材料である大豆については味噌が大豆の特定  

加工食品（Pll参照）なので省鴫することもできます。  

アレルギー表示の場合  

（彰一般にその原材料が明らかである場合：  

かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等  

複合原材料の名称からは、個別原材料に特定原材料等が  

使用されているかどうかわかりません。   

例）がんもどき   

がんもどきの名称からは、原材料の詳細がわかりませ   

ん。   

アレルギー表示の場合  

表示例1）さば味噌煮（小麦を含む）  

表示例2）（原材料の一部に」、麦を含む）  

解説：表示例2）は最後に一括して表示した場合  

②原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されてい   

る場合：  

ミートボール、魚介エキス、植物性たんばく加水分解物等  

がんもどきの原材料の中から、特定原材料等をがんも  

どきのすぐ後か、最後に一括して表示します。  

複合原材料の名称からは、個別原材料に特定原材料等が  

便用されているかどうかわかりません。   

例）ミートボール  
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加工食品ではありません。  

【醤油】  

「大豆」の特定加工食品ですが、「小麦」の特定加工食  

品ではありません。  

6）代替表記、特定加工食品について  
●■●●●●▲▲●…＝……▲●………■●●●●●●●●●●●●   

限られた表示スペースにおいて表示を行うため、表記から  

連想（代替）できるような一般的、常識的な表記を調査から  

明らかにし、以下のような代替の表示を認めています。代替  

の表示には「代替表記」と「特定加工食品」があります。ま  

た、この2つを拡大して表記することも認められています。  

ただし、この代替表記及び特定加工食品は、特定原材料等の  

表記方法代替リスト平成13年3月15日食発第79号別漆1に定  

められたものに限ります（11ページ参照）。  

●禁止されている表記例   

原則として省令や通知で定める特定原材料の名称（特定原材  

料等の表記方法代替リスト・Pll）で表記します。以下のような特  

定原材料等を複合化した表記方法は認められていません。   

＜大項目分類名使用の禁止例＞  

正しい表示   禁止される複合化表示   

「穀類（小麦、大豆）」   

又は  「穀類」   

「づ、麦、大豆」  

「牛肉、豚肉、鶏肉」   「肉類」、「動物性00」   

「りんこキウイフルーツ、もも   「果物類」、「果汁」   

注）これは特定原材料等を含まない「穀類」等の表示まで  

禁止するものではありません。ただし、製造工程上の理由  

などから次の食品に限って次のように表示することができ  

ます。  

例外規定表示   理由   

網で無分別に繍獲したものを  

「たん自加水分解物（魚介類）」  

「魚醤（魚介類）」  とから、どの種類の魚介類が入  

「魚肉1相身（魚介類）」  

●間違いやすい事例  

【枝豆、もやし、黒豆、等】  

「大豆」であることが消費者の中に理角写し難い人がいる  

ため、代替表記としては認められません。「枝豆（大豆）」  

「大豆もやし」「黒豆（大豆）」等と表記する必要があり  

ます。  

【茶碗蒸し、プリン、等】  

「卵」を原料とすることが消費者の中に理解し難い人が  

いるため特定加工食品としては認められていません。  

【おから、きなこ、等】  

「大豆」を原料とすることが消費者の中に理解し難い人  

がいるため特定加工食品としては認められていません。  

【スパゲティ、中華漣、フラワーペースト】  

「小麦」を原料とすることが消費者の中に理角写し難い人  

がいるため特定加工食品としては認められていません。  

【マヨネーズ】  

「卵」の特定加工食品ですが「大豆（大豆油）」の特定  

7）省略規定について  
■●●● ■●●●■●●●●●●●●●●■●■●●●●   

同じ特定原材料等を重複して使用する場合（代替表記、特  

定加工食品なども含む）には、重複して表示する必要はあり  

ません。   

＜事例：洋妻子＞  

原材料：小麦粉、砂糖、植物油服（パーム油、大豆油）、鶏卵、  

アーモンド、マーガリン（パーム油、大豆油、豚脂、食塩、脱   

脂粉乳…）、異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でんぷん（小麦）、  

ソルビトール、膨張剤、香料（乳及び卵由来の香料）、乳化剤   

（大豆由来のレシチン）、着色料、酸化防止剤（ビタミン軋 ビ   

タミンC）   

page9＝‥‥【アレルギー物曹を含む加工食品の表示ハンドブック・2005】  



◎特定原材料等をすべて表示した場合  
すが、代替表記とならないものが以下の5種類あります。   

・クリーム   

・濃縮ホエイ   

・クリームパウダー   

・ホエイパウダー   

・たんばく質濃縮ホエイパウダー  

これらについては、「クリーム（乳製品）」「クリームパウ  

ダー（乳製品）」のように表記します。  

小麦粉、砂糖、植物油脂（大豆油を含む）、鶏卵、アー  

モンド、マーガリン（大豆油・豚脂・脱脂粉乳を含む）、  

異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でんぷん（小麦）、ソル  

ビトール、膨張剤、香料（乳及び卯由来）、乳化剤（大  

豆由来のレシチン）、着色料、酸化防止剤（ビタミン軋  

ビタミンC）  

②「乳」を含む食品を複合原材料として使用する場合  掛添加物、香料の表示方法卜由来）についてはP12参照  

◎特定原材料等の省略規定を利用した場合（個別表示）  英子パンの原材料：   

カスタードクリーム、小麦粉、糖類、卯、‥……・ 、イー   

スト乳化剤、カゼインナトリウム  

（乳についての解説）  

・カスタードクリームの原材料は、全粉乳、卯、砂糖、小   

麦粉などからなっている  

・カゼインナトリウムは乳からつくられている  

小麦粉、砂糖、植物油脂（大豆油を含む）、鶏卵、アーモ  

ンド、マーガリン（豚脂を含む）、異性化液糖、脱脂粉乳、  

洋酒、でんぷん、ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、  

着色料、酸化防止剤（ビタミンE、ビタミンC）  

・マーガリンの大豆油は植物油脂の大豆油で記載済み  

・マーガリンの脱脂粉乳も原材料の脱脂粉乳で記載済み  

・でんぷんの小麦はすでに小麦粉で記載済み  

・香料の乳、卵は脱脂粉乳、鶏卵で記載済み  

・乳化剤の大豆は植物油脂の大豆油で記載済み  

名柏．：菓子パン  

原材料名ニカスタードクリーム（乳製品を含む）、小麦臥糖頬、  

卯、イースト乳化剤、カゼインN8  

（解説）この表記例は、カスタードクリームの原材料である全豹孔を個別に  

表記しています。カゼインナトリウムは乳からつくられていますが、カス  

タードクリームのなかに乳製品として前出しているため省略しています。  

（※省略規定→P●●参照）  

8）乳、乳製品の表記について  
＝＝……■●＝＝◆■●●●●●●●●●●●■■■■   

乳は乳等省令との関係から表示方法が複経となっていま  

す。特定原材料表示の必要がある乳を含む食品には、乳等省  

令で定義されている「乳」、「乳製品」及び「乳又は乳製品を  

主原料とする食品」の他に、乳等を（微量であっても）原料  

として使用している食品があります。   

乳・乳製品・乳成分の使い分けについては、以下の点に注  

意します。  

名称：菓子パン  

原材料名：カスタードクリーム、」、麦粉、糖類、卯、イースト乳化剤、  

カゼインN8、（原材料の一部に乳成分を含む）  

（解説）この表記例は金粉乳やカゼインナトリウムを乳成分として一掛こ表  

記しています。  

③乳または乳製品を原料とする食品を原材料として使用す   

る場合  
①乳等省令に規定されている原材料（「生山羊軋」、「殺菌山羊軋」   

及び「生めん羊札」を除く）とする場合  

（多孔を含む食品を複合原材料として使用する場合  

（彰乳または乳製品を原料とする食品を原材料として使用   

する場合  

粉末チーズを配合した香料を使用した場合  

この場合の表示方法としては以下の3つが可能です。   

・香料（乳由来）   

・香料（乳成分を含む）   

・原材料の一部に乳成分を含む  

チーズは本来乳製品ですが、チーズの状態で襲品に存在す  

るわけではないので「乳成分」の表記が望ましいと考えら  

れます。  

※香料についてはP14参照  

●乳、乳製品などの表記事項  

①乳等省令に規定されている原材料（「生山手札」、「殺菌山羊軋」   

及び「生めん羊軋」を除く）とする場合  

乳等省令の表記が特定原材料「乳」の代苦衷記となりま  
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【替わりの表記について】  

＝＝     ■   ‾ ＝  一 －「 上    ■  

代暮嚢l己  ／特定加工食品（腫㈲   アレルギー表示の対暮外食品例  
象示書れるアレルギー牡tには、測○■き方もーめ  アレルギー鞠1が吉事れていること州白なと瞥には、アレ  アレルギー物■と攣但している景品の中には、アレル  

られてい彙す．   ルギ一輪賞名暮E毒しなくてもよいことになってい一丁．  ギ一物東に吉事れない食品があります．  

卯  
たまこ暮卵、あひる卵、うすら卵、タマユ  マヨネーズ、かに玉、親子丼、オムレツ、白玉  魚卵、は虫類卵、昆虫卵  
玉手、エッグ   鏡、厚焼玉子、オムライス、チーズオムレツ、  

からしマヨネーズ  

小麦  こむぎ、：コムギ   バン、うどん、小童粉、ロールパン．焼きうど  

ん   

半ば  ソバ   モ雌、半ばぽうろ、モぱ■臍  

藩花生   ピーナッツ   ピーナサツバター、ピーナサツオイル、ピーナ  
サックリーム  

生乳、牛乳、特別牛乳、節分脱臥脱軌、  アイスクリーム、生クリーム、ヨーグルト、ミ  山羊軋、めん羊乳  
加工乳、クリーム（軋■品）、バター、バタ  ルク、レーズンパター、バターソース、ガーリ  
－オイル、チーズ、濃欄ホエイ（乳製品）ア  ツクバター、ラクトアイス、アイスミルク、カマ  
イスクリーム凛、納札、脱＃濃鳥肌、無わ  ンベールチーズ、プロセスチーズ、ブルーチ  
れん乱、無糖脱慮れん乱、加七れん乱、加  －ズ、コーヒー牛乳、牛乳がゆ、軋■（●1）、フ  
精鋭詣れん事L、全粉乳、脱鬼粉乳、クリー  
ムパウダー（乳製品〉、ホエイパウダー（乳  

製品〉、パターミルクバウダー、加糖粉乳、  
■製粉乳、はっ帆、軋義菖飲料、九飲料   製品）、タンパク羊ヰ撼ホエイパウダー（軋  

一 丈   －     D              l   ■  

代書養紀  ／ね走加工食品（■榊〉   ／アレルギー表示の対暮外食品例  

あわび  アワビ   簑あわび   とこぶし  

いか   イカ   するめ、焼きスルメ  

いくら  イクラ、スヅコ、すじこ   いくら醤油漬け  

えび   エビ、瀬壱   サクラエビ、海壱天ぶら   いせえび、うちわえび、ざりがに（ロブスター）、  

オレンジ  ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ、オ  温州みかん、夏みかん、レモン、グレープフ  
レンジジュース   ルーツ  

かに   竃、カニ   力＝シュウマイ   ぎりがに  

キウイフルーツ  キウイ   キウイジャム  

牛肉（■と〉  牛、ぎゅうにく、牛にく、ぎゅう内、ビーフ  牛詣、ビーフコロッケ、牛すじ  

くるみ  クルミ   くるみパン  

くるみ  クルミ   くるみバン  

さけ   鮭、サケ、サーモン、しやけ、シサケ   鮭フレーク、燐鮭、スモークサーモン   にじます、やまめ、いわな  

さば   ■、サバ   書ば＃司、書は節  

大王   だいす、ダイス   醤油、味噌、豆■油揚げ、開け、豆乳、納豆、  
麻襲≡膚、納豆巻き．豆乳ケーキ、≡縞ハン  
パーク、凛み壬♯、いり三鷹  

■肉（●む  とりにく、とり内、鳥肉、暮、鳥、とり、   焼き■、ローストチキン、チキンブイヨン、■  
チキン   ガラスーブ  

バナナ  ぱなな   バナナジュース  

膠内厘）  ぶたにく、膠にく、ぶた内、豚、ポーク   ポークウインナー、とんかつ、贋生姜焼せ  

まったけ  松t、マツタケ   まったけ土瓶無し  

もも   挑、モモ、ビーチ   書桃、白桃、ビーチペースト  

やまいも  ヤマイモ、山芋、山いも   とろろ、長いも、とろろ汁  

りんご  リンエアツフル   アップルパイ、リンゴ酢  

ゼラチン  粉ゼラチン、板ゼラチン  

（＊1〉「乳糖」はタンパクの残留が磋毘されたため、特定加工土品として扱われます．（＊之）内♯、皮、書は表示の対■ではありません．   
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物の（…を含む）の表記は、（原材料の一部に…を含む）   

の表記とイ井用することができます。  

例）調味料として「L－グルタミン酸ナトリウム」  

と「乳清ミネラル」を併用し、その他の原材料  

に特定原材料等の「小麦」、「大豆」が含まれて  

いる場合「00（小麦を含む）、△△、調味料  

（アミノ酸等：乳成分を含む）、××、（原材料の  

一部に大豆を含む）」と表示することはできませ  

ん。しかし、「00、△△、調味料（アミノ酸  

等：乳成分を含む）、××、（原材料の一部に小  

麦、大豆を含む）」と表示することができます。  

5．」AS法においても、食品漆加物は食品衛生法の記載方法に   

基づき記載することとされています。  

9）食品添加物の表示  
●ll…●■＝■＝………●●●■●●  

1）表記法について   

漆加物が特定原材料等に由来する場合は従来からの表示に  

加え、蒸加物名に続けて（～由来）と表記するのが原則です。  

また、同じ漆加物でも原料の違いにより、特定原材料等由来  

の議加物と特定原材料等由来でない漆加物があり、食品を製  

造する現場ではこれらの涛加物をイ井用することもあると聞い  

ております。このような場合、特定原材料等由来の割合が微  

少であれば（～を含む〉 と表示することができます。   

用途名をイ井記する場合や、複数の特定原材料等よりできて  

いる漆加物を表示する場合ですが、「二重カツコ」「．」「・」  

の混在することから、分かりづらくなっています。このため、  

用途名を併記する場合には、物質名のあとは「：」で、また、  

特定原材料等が2つ以上になる場合には、特定原材料等の間  

を「・」でつなぐ表記する方法が考えられました。用途名を  

併記する場合の表示例は次のとおりです。  

2）食品添加物製剤   

悉加物や食品素材を配合したものを食品漆加物製剤といい  

ますが、これらに配合されている食品素材は、キャリーオー  

バーと同様の抜いをされており、表示の義務はありませんで  

した。しかし、これらの食品素材のなかには特定原材料等が  

含まれる場合があるので、その場合には特定原材料等を表示  

する必要があります。  

○調味料製剤の場合   

食品悉加物における調味料とは、アミノ酸、核酸、有機   

酸、無機塩をさし、表示をする場合は、そのうち配合圭  

の多いものを代表として、「調味料（00等）」と表記し  

ます。  

例）しグルタミン酸ナトリウム、グリシン、5－－リ  

ボヌクレオチドニナトリウム、孔沼ミネラル、  

食品素材（小麦タンパク加水分解物、ゼラチン、  

乳糖、大豆油）の場合  

＊1：調味料（アミノ酸等：乳成分を含む）、・、（原材料の一部  

に小麦、ゼラチン、大豆を含む）乳浦ミネラルが乳由来であ  

るので、そのことを調味料のあとに表記し、食品素桝こ含ま  

れる特定原材料等の小麦等を、原材料閥の最後にまとめ暮き  

したもの。  

＊2：調味料（アミノ酸等）、・・、（原材料の一部に乳成分、小麦、  

ゼラチン、大豆を含む）調味料製剤に含まれる全ての特定原  

材料等を原材料柵の最後にまとめ書きしたもの  

①添加物が1種類の特定原材料よりできている場合  

用途名（物質名：00由来）、又は  

用途名（物質名：00を含む）  

例）保存料（しらこたん白：さけ由来）  

保存料（しらこたん白：さけを含む）  

（む添加物が2種類の特定原材料等よりできている場合  

用途名（物質名：00・△△由来）、又は  

用途名（物質名：00・△△を含む）  

例）安定剤（ペクチン：りんご・オレンジ由来）   

安定剤（ペクチン：りんご・オレンジを含む）  

添加物を加工食品において表示する場合のルールとして  

1．悉加物を含む旨の表示については、加工助割とキャリーオ   

ーバーについては省略することができますが、アレルギー   

表示は必要です。  

2．集合化して一括名で表示できる涛加物もあります。   

例）「グリセリン脂肪酸エステル」と「レシチン」で  

「乳化剤」  

3．漆加物製剤の副割に関しては表示の義務がありません（記   

載してもかまいません）が、アレルギー表示は必要です。  

4．複合原材料の（…を含む）の表記と（原材料の一部に…を   

含む）の表記を併用することはできません。しかし、漆加  
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＊カゼインNaは副剤であるため表示する必要はありません   

が、特定原材料の「乳」由来であるためアレルギー表示   

を必要とします。この場合は、あえてカゼインNa（乳由   

来）と表示しています。  

3）具体的な食品添加物表示から食品への表示までの流れ   

食パンを製造する際に下記の品質改良剤製剤を使用した場  

合の食パンのアレルギー表示がどのようになるかを示しま   

す。  

【食品添加物製品ラベル例】  

小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩、イースト、小麦  

グルテン、デキストリン、乳化剤（大豆由来）、イース  

トフード、ビタミンC、（原材料の一部に乳成分を含む）  

★カゼインNaは副剤であるため表示する必要はありません  

ので記載していません。しかし特定原材料の「乳」由来で  

あるためアレルギー表示を必要とします。そのため、最  

後に括弧書きで表示しています。  

小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩、イースト、小麦  

グルテン、デキストリン、乳化剤、イーストフード、ビ  

タミンC、（原材料の一部に大豆、乳成分を含む）  

＊1：蒸留品を使用した場合の例  

♯2：副割に該当するがアレルギー表示が必要です  

＊3：食品素材に該当するがアレルギー表示が必要です  

＊4：「乳化剤（大豆由来）、ビタミンC、（原材料の一部に   

乳成分、小麦を含む）」又は、「乳化剤、ビタミンC、  

（原材料の一部に大豆、乳成分、小麦を含む）」と表記す   

ることもできます。  

★カゼインNaは副割であるため表示する必要はありません  

ので記載していません。しかし特定原材料の「乳」由来で  

あるためアレルギー表示を必要とします。乳化剤の「大  

豆」も個別に表示するのではなく、原材料全体の最後に  

一指して表示しています。  

小麦粉、砂糖、ショートニング、食塩、イースト 小麦  

グルテン、デキストリン、乳化剤（大豆由来）、イース  

トフード、カゼインNa（乳由来）、ビタミンC  

原材料名   配合土（％）   原材料名表示（例）   備考   

づ、麦粉   91．6   小麦粉  

砂糖   2．5   砂糖  

シぎー トニング（パ、－ム池原料）   2．¢   ショートニング  

食塩   1．9   食塩  

イースト   1．0   イースト  

パン用品質改良剤製剤  0．9   

グリセリン脂肪酸エステル（蒸留鼠）  20  

レシチン（大豆由来）  1  乳化剤（大豆由来）   

L－アスコルビン酸   2  ビタミンC   

カゼインナトリウム（乳由来）  4  副剤に該当するが  

：原材料の一部に乳成分を含む）  アレルギー表示が必要  

食品粟材り憎グルテン・、コーンデキストリン）  73   ■小麦粉と重複   

イーストフード   0．1   イーストフード   （詳細組成省吼   
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具体的な香料表示から食品への表示までの流れ  10）香料の表示  
■…＝…＝＝▲●●   

当初、香料に関しては、実際にアレルギー疾患を引き起こ  

した知見が乏しいため表示を必須としていないとされていま  

したが、その後、次のものについては特定原材料等由来たん  

ばく質が含まれるため、表示を要するとされました。   

おおむね次のような場合は、特定原材料が含まれると考え  

られますが、詳細については「11：徴tの取扱いについて」  

で示した基準に基づいて判断してください。  

1）処方  

＊1クリームフレーバーA（酵素処理）……30……… 主剤  

ミルクフレーバーB（合成香料）…………20……… 主剤  

デキストリン（小麦原料）‥・・……………‥49・……‥ 副剤  

兼帯製トコフェロール………………………1……… 副剤  

（大豆由来、落花生油＊2希釈）  

香料処方例：クリームフレーバーⅩYZ  

製法：水を加え乳化後、噴霧乾燥。   

＊1無塩バターあるいは生乳原料を特定原材料等25品目以列  

に由来する酵素で処理したもの。   

＊2落花生油はたんばく質を含むものを使用。  

①香料主剤であっても特定原材料等がそのまま使用   

されているもの  

②特定原材料由来の香料主剤で蒸留工程等精製工程   

を経ないもの  

③特定原材料等あるいはその由来物を副剤として使   

用しているもの  
香料主剤：  

香料の機能を構成する成分本体を言う。  

香料の副剤：  

主剤以外に位相した食品添加物及び食品（加工された食品  

を含む）をいう。  

く単位＞1〟g／mい〟g／g＝1pp－Ⅵ＝1mg几1－Ⅵgルg  

（D香料主剤であっても特定原材料等がそのまま使用されて   

いるもの  

香料製品に特定原材料等及び／又は特定加工食品そのも  

のが含まれている場合。   

例：バレンシアオレンジ果汁、りんご果汁、加糖練乳、  

落花生などを配合した香料製剤  

表記例：（原材料の一部に00を含む）  

2）香料製品ラベル  

香料製剤ラベル例①   

食品添加物 専科製剤  

クリームフレーバーXYZ  

成分及び重量％  

香料ベース（合成香料を含む、乳成分由来）50％  

抽出トコフェロール（大豆、落花生由来）1％  

食品素材（デキストリン（小量））49％  

食品への食品波加物表示例  

香料（軋由来）．（展材料の一節に小麦、大豆、落花生を含む）   

使用基準：本品は義香の目的以外には使用できません。  

（∋特定原材料由来の香料主剤で蒸留工程等特製工程を経な   

いもの  

特定原材料等由来の香料製品で蒸留工程等隔製工程を経  

ない場合、及びこれらを製品の一部として含む場合。   

例：蒸留により香気成分を分離していない酵素処理乳  

加工品など  

表記例：（原材料の一部に00を含む）  

≠遺著：日本■▲⑳株式会社 住所：東京都台東区△△ユー2・2  

または香料製剤ラベル例②   

食品添加物 香料製剤  

クリームフレーバーXYZ  （釘特定原材料等あるいはその由来物を副刑として使用して   

いるもの  成分及び重量％  

香料ベース（合成香料を含む）50％  

抽出トコフェロール1％  

食品業材（デキストリン）49％  

食品への食品汲加物表示例  

香料（原材料の一部に乳成分、小ま、大豆、落花生を含む）   

使用基準：本品は著書の目的以外には使用できません。  

香料製剤に用いた副剤に末特製グリセリン脂肪酸エステ  

ル（大豆由来）、デキストリン（小麦由来）、未精製落花  

生油等を用いた場合。  

表記例：（原材料の一部に00を含む）  製造者：8本■▲◎株式会社 住席：東京蓼台東区△△3・2－2  
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3）食品への表示  

1．特定原材料等が香料のみからくる場合   

11）微量の取り扱いについて  
■ ■ ●● ●●● ●● ● ● ●●●■● ■ ● ● ● ● ● ● ■ ■■ ■ ■ ●● ● ● ● ● ●  

1）アレルギー反応を誘発するアレルギー物質量   

（D一【剤、香料、－－剤、（原材料の一部に乳成分、  

」、麦、大豆、落花生を含む）   

②一一剤、香料（乳成分由来）、一一利、（その他づ、  

麦、大豆、落花生由来原材料を含む）  

※以下の表示は漆加物製品への表記方法とは異なるため使用   

できません。  

（D－【刑、香料（原材料の一部に乳成分、小麦、大  

豆、落花生を含む）、∬剤   

（彰一【剤、香料（原材料の一部に乳成分を含む）、  

～剤、（その他小麦、大豆、落花生由来原材料を  

含む）   

2．特定原材料等が香料以外の原材料からもくる場合  

食物アレルギーは、人により超微量のアレルギー物質（た  

んばく質）によっても発症します。そのため、その含有量に  

かかわらず特定原材料等を含む旨の表示を要します。ただし  

最終加工品における特定原材料等の総タンパク質量が数〃g  

／mlの濃度レベル又は数〃g／g含有レベルに満たない場合  

はアレルギー症状を誘発する可能性が極めて低いため、表示  

を省略することができるとされています。   

最終加工品における量についてはあくまでも最終加工品で  

判断してください。原材料からの情報を収集し、含有量を計  

算することが大事です。  

2）微生物に由来する酵素製品の特定原材料等   

①叫【剤（00由来）、香料（乳成分由来）、一利  

（△△由来）、（原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、   

落花生を含む）  

②¶】剤、香料、－利、（原材料の一部に00、   

△△、乳成分、小麦、大豆、落花生を含む）  

加工食品を製造する場合、酵素処理を行うことが少なくあ   

りません。   

果実・野菜よりジュースを製造する場合、搾汁後ペクチナ  

ーゼ、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ等による酵素処理を行い  

ます。これらの酵素の中には微生物に由来するものがあり、  

この微生物を培養するのに培地を使用しています。これら培  

地には特定原材料等を使用する場合が多くみられます。その  

ため最終製品での特定原材料等の量についての確認をする必   

要があります。  

ミルクキャラメル製造にクリームフレーバーXYZを使用した  

場合のキャラメルの表示（配合組成及び原材料名表示の例）  

原材料名  配合土（％）  表示原材料名  備考   

加糖練乳   4軋○  加糖練乳  

水あめ   35．0  水あめ   
砂糖   19．6   砂礫   

顔料：ビラもろこし  

ココナッツ油   8．0  植物油備  

雛バター   2．0  バター  

食塩   0．25   食塩  

グノーム   0．1   香料   原材料の一泳に   

フレーバーⅩYZ  乳成分カ、麦、  

落花生、大銀杏む   

レシチン   0．05  乳化剤  大豆由兼   

＜事例：果実・野菜ジュース＞  

果実・野菜ジュースの場合、使用する酵素を産出   

する微生物の培地に小麦グルテンを使用することが   

あり、酵素製品に特定原材料であるトト麦」が含ま   

れる可能性があります。酵素製品中に含まれる小麦  

たんばくは、現在の分析技術では検出できない程度   

の低濃度です。最終加工品では各々の検出限界濃度  

を、含まれる最大濃度とみなして表示の必要性を検   

討することになります。また、微生物由来の酵素製   

品の場合、一般的には抽出、ろ過、遠心分離、限外  

ろ過、エタノール沈殿等の組み合わせにより精製さ  

れますので、このように精製が十分に行われている   

場合には表示の必要はなくなります。次の小麦グル  

テンの事例は表示の必要性を検討し、表示の必要性  

がないと判断した事例です。   加糖裸乳、水あめ、砂糖、植物油脂、バター、食塩、香料、乳化剤、（原材  

料の一郎に大豆、小麦、溝花生を含む）  
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